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第１章 計画策定にあたって 
 

 

１ 計画の趣旨 

厚生労働省が実施した国民生活基礎調査結果によると、平成２４年の我が国における子どもの貧困率

は１６．３％と過去最悪を更新しました。こうした状況を背景として、平成２６年１月には「子どもの貧

困対策の推進に関する法律」が施行され、同年８月、それを受けて「子供の貧困対策に関する大綱」が策

定されました。 

本市においても、平成２９年３月に「由利本荘市子どもの生活応援計画」を策定し、平成２９年度から

令和３年度までを計画期間として、国の子どもの貧困対策や県の取り組みと連携し、支援が届く仕組み

づくりや施策の展開を図ってきたところです。 

しかしながら、令和２年７月に公表された平成３０年の我が国における子どもの貧困率は１３．５％

と、前述の平成２４年の調査結果と比較して改善傾向にあるものの、依然として先進国の中では高い水

準にあります。 

そこで、令和元年に改正された「子どもの貧困対策の推進に関する法律」や「子供の貧困対策に関する

大綱」および「第２次 秋田県子どもの貧困対策推進計画」を勘案して、全ての子どもが現在から将来に

わたって、その生まれ育った環境に左右されることなく、心身ともに健やかに育ち、教育や進路選択の機

会均等が保証され、一人一人が夢や希望を持つことができるよう、令和４年度から令和８年度までの「由

利本荘市子どもの生活応援計画」（以下、「本計画」という。）を策定するものです。 

 

 

２ 計画の位置づけ 

令和元年に改正された「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の第９条第２項において、市町村は国

の大綱や都道府県計画を勘案して、当該市町村における子どもの貧困対策についての計画を定めるよう

努めることが明記されました。このことから、本市においても、秋田県の計画と連携し、整合性を図りな

がら本計画を策定します。 

本計画の策定にあたっては、前回策定計画と同様に「由利本荘市総合計画」を上位計画とし、「由利本

荘市地域福祉計画」、「由利本荘市障がい者福祉計画」、「健康由利本荘２１計画」といった各個別計画

との調和を図りながら、子どもの貧困対策に資する取り組みについて、一体的な推進を目指します。 

 

 

３ 計画の期間 

計画期間は、「子供の貧困対策に関する大綱」がおおむね５年ごとに見直しを検討するとされているこ

とを踏まえ、令和４年度から令和８年度までの５年間とします。 

ただし、必要に応じ見直しを行うこととします。 
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第２章 子どもの貧困の現状と課題 
 

 

１ 現 状 

（１）我が国の子どもの貧困の状況 

厚生労働省が実施した国民生活基礎調査によると、我が国における平成３０年時点での貧困線（等価可

処分所得がこれを下回ると「相対的貧困」にあたる）は１２７万円、相対的貧困率は１５．４％であり、

これらの世帯で暮らす子どもの貧困率（１７歳以下の子どものうち、相対的貧困の状況にある子どもの

割合）は１３．５％となっています。この結果から、約７人に１人の子どもが貧困の状況にあると考えら

れます。 

また、子どもがいる現役世帯のうち大人が一人の世帯の貧困率は４８．１％と高い水準となっていま

す。 
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【参考】子どもの貧困率について       （第２次秋田県子どもの貧困対策推進計画より） 

 

１ 相対的貧困率 

貧困線に満たない世帯員の割合をいいます。 

 

２ 子どもの貧困率 

１７歳以下の子ども全体に占める、等価可処分所得が貧困線に満たない１７歳以下の子どもの割合を 

いいます。 

 

 

３ 子どもがいる現役世帯の貧困率 

① 「大人が一人」の貧困率とは、 

現役世帯（世帯主が１８歳以上６５歳未満の世帯）のうち、「大人が一人と１７歳以下の子どもが

いる世帯」に属する世帯員の中で、貧困線に満たない当該世帯の世帯員の割合をいいます。 

「大人」には、親以外の世帯員（祖父母、１８歳以上の兄姉など）も含まれます。 

② 「大人が二人以上」の貧困率とは、 

現役世帯のうち、「大人が二人以上と１７歳以下の子どもがいる世帯」に属する世帯員の中で、貧

困線に満たない当該世帯の世帯員の割合をいいます。 

相対的に貧困の状況にある１７歳以下の者の数として

厚生労働大臣が定めるところにより算定した数

国民生活基礎調査統計における１７歳以下の者の総数
子どもの貧困率＝
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（２）本市における状況について 

①子どもの人口の動向 

 子どもの人口（１８歳未満）の推移をみると、１８歳未満人口は減少傾向にあります。平成２８年度

から令和２年度までに１，２６３人減少し、総人口に占める子どもの割合も低下しています。 

 また、未就学児、小学生、中学生、高校生の各年代の人数も減少傾向にあります。 

資料：住民基本台帳人口（各年度末の値） 

79,113 77,907 76,784 75,635 74,575 

10,491 10,138 9,803 9,526 9,228 

13.3

13.0

12.8

12.6

12.4

11.8
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12.2

12.4
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12.8

13.0

13.2

13.4
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70,000

80,000

90,000

H28 H29 H30 R1 R2

子どもの人口（18歳未満）の推移

総人口 18歳未満人口 総人口に占める18歳未満の割合

H28 H29 H30 R1 R2

未就学児 3,446 3,305 3,161 3,034 2,858

小学生 3,659 3,602 3,553 3,434 3,369

中学生 1,940 1,885 1,792 1,786 1,792

高校生年代 2,083 1,979 1,885 1,837 1,787

1,500

2,500

3,500

4,500

各年代の子どもの人口の推移

未就学児 小学生 中学生 高校生年代
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②ひとり親世帯の状況 

 本市の母子世帯数は年々減少傾向にあり、父子世帯数はH30年よりやや横ばい傾向ですが、全体的

にひとり親世帯数は減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：秋田県母子及び父子世帯実態調査 

 

③児童扶養手当受給者の状況 

 本市の児童扶養手当受給者数は減少傾向にあり、ひとり親世帯数に対する児童扶養手当受給者の割

合も減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援課調べ（受給者数は各年度末の値） 

884 822 803 772 765 

170 
151 141 130 138 

0

200
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800

1,000

1,200

H28 H29 H30 R1 R2

ひとり親世帯数の推移

母子世帯数 父子世帯数

H28 H29 H30 R1 R2

児童扶養手当受給者数 663 626 579 537 521

ひとり親世帯数に対する児

童扶養手当受給者数の割合
62.9 64.3 61.3 59.5 57.7

663 
626 

579 
537 521 

62.9

64.3

61.3

59.5

57.7
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56.0
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60.0

62.0

64.0

66.0

0

100
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300
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500
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児童扶養手当受給者数の推移
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④生活保護の状況 

 生活保護世帯数、被保護人数ともに減少傾向にあり、保護率は全国平均（H30 年度：１６．６％）

よりも低い秋田県全体よりも、さらに低くなっています。 

 また、被保護児童数も減少し、令和２年度は平成２８年度の半分以下の人数となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉支援課調べ（被保護世帯数・被保護人数は各年平均、被保護児童数は各年度末の値） 

 

 

 

 

 

 

635 632 624 614 590

829 809 795 776
730

10.4 10.3 10.2 10.1
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14.9 14.8 14.7 14.7 14.4
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④就学援助の状況 

 本市の小学校・中学校における要保護児童数は減少傾向にありますが、準要保護児童数は増加傾向に

あります。また、市内全児童・生徒数に占める就学援助認定率は、平成３０年度の全国平均１４．７

２％、県平均１３．３８％より少ないものの、こちらも増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市教育委員会学校教育課調べ 

（３）アンケート調査の結果 

 本市では、１８歳未満の児童を養育する保護者を対象に、市内保育園・認定こども園・小中学校に在

籍する７，３１８名（約４，０００世帯）の保護者に依頼文を配布し、その他の保護者に対しては市広

報やホームページにて、回答を呼びかけ、７月１日から８月３１日にかけて、インターネットによる子

育て世帯の状況に関するアンケートを実施したところ、９４５世帯からの回答が得られました。 

（以下の資料はアンケート結果より） 

①回答世帯の家族の人数 

 回答世帯では、４人家族が最も多く、４人以下の家族が全体の５６．７％を占めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432 457 449
499 536

33
26 21

24
19

8.36 8.88
8.85 10.15

10.91
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600

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 R2年度

就学援助の状況

準要保護児童数 要保護児童数 認定率

2人家族
87
9.2%

3人家族
158
16.7%

4人家族
291
30.8%

5人家族
170
18.0%

6人以上の家族
201
21.3%

不明
38
4.0%

（回答者＝945）
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②回答世帯の子どもの年代 

 アンケートに回答いただいた世帯では、未就園児のみを養育する世帯が２５．１％と最も多く、全体

としては未就園児から小学生までを養育する世帯からの回答が３分の２近くを占めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.1%

20.8%

19.6%

7.8%

5.0%

4.4%

3.4%

2.5%

2.3%

1.5%

1.4%

1.1%

0.7%

0.6%

0.6%

0.5%

0.5%

0.5%

0.4%

0.2%

0.2%

0.2%

0.1%

0.1%

0.2%

0% 10% 20% 30%

未就園児のみ

未就園児と小学生

小学生のみ

小学生と中学生

中学生のみ

中学生と高校生年代

未就園児と小学生と中学生

小学生と中学生と高校生年代

小学生と高校生年代

中学生と19歳以上

未就園児と中学生

小学生と19歳以上

中学生と高校生年代と19歳以上

小学生と中学生と19歳以上

小学生と高校生年代と19歳以上

高校生年代と19歳以上

未就園児と中学生と高校生年代

未就園児と小学生と高校生年代

未就園児と19歳以上

未就園児と小学生と19歳以上

高校生年代のみ

未就園児と小学生と中学生と高校生年代

未就園児と中学生と19歳以上

小学生と中学生と高校生年代と19歳以上

不明 （回答者＝945）
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③回答世帯の就労状況 

 世帯内で最も収入の多い方の働き方としては、「正規の職員、従業員」が８７．１％と最も多くなっ

ていますが、「令和２年度母子・父子世帯実態調査」では、本市の常用雇用の割合が、父子世帯では７

４．６％、母子世帯で５８．２％となっており、特に母子世帯で常用雇用の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④回答世帯の収入の状況 

 回答世帯の世帯全体の年収としては、５０１万円以上と回答した世帯が全体の４７．５％と最も多く

なっています。 

また、被扶養者の人数にもよりますが、世帯年収２５０万円以下の世帯（全体の１０．３％）の中に

は、相対的貧困の可能性が高い世帯が多く含まれているものと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正規の職員、従業員
823
87.1%

パート・アルバイト

等（契約社員、嘱

託職員等含む）
50
5.3%

派遣社員
4

0.4%

自営業（農業等含む）
61
6.5%

無職
1

0.1%

その他
6

0.6%

（回答者＝945）

50万円以下
9

1.0%

51～100万円
7

0.7%

101～150万円
18
1.9% 151～200万円

35
3.7%

201～250万円
28
3.0%

251～300万円
63
6.7%

301～400万円
157
16.6%

401～500万円
179
18.9%

501万円以上
449
47.5%

（回答者＝945）
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⑤ 設問「お子さんは将来、現実的に見てどこまで進学すると思いますか？」の結果 

 回答世帯のうち、子どもが大学以上進学すると思う世帯が４６％で最も多く、高校を卒業した後に、

何らかの学校に進学すると思う世帯は全体の６割に達しました。 

 また、「高校まで」と回答した世帯の理由としては、「経済的な状況から考えて」が４１．８％と最

も多い結果となりました。 

 

    

 

 

 

 

 

中学まで
0

0.0%

高校まで
196
20.7%

短大・高専・専門学

校まで
143
15.1%

大学・大学院以上
441
46.7%

わからない
165
17.5%

（回答者＝945）

お子さんがそう希

望しているから
24

12.2%

一般的な進路だと

思うから
61

31.1%

お子さんの学力から考えて
19
9.7%

経済的な状況から

考えて
82

41.8%

その他
3

1.5%

特に理由はない
7

3.6%

「進学が高校まで」

と回答した理由

（回答者＝196）
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⑥ 設問「お子さんは習い事等（学習塾を含む）をしていますか？」の結果 

 回答世帯では、「はい」と回答した世帯が４７．８％で、習い事の種類では、スポーツの習い事をし

ている世帯が最も多く４７．３％でした。おそらくスポーツ少年団等に所属しているものと思われま

す。 

 次いで多かった「その他」の中では、ピアノや習字と回答した世帯がほとんどでした。 

 「いいえ」と回答した世帯の、習い事をしていない理由しては、「経済的に余裕がない」が最も多く、

３８．４％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい
448
47.4%

いいえ
497
52.6%

（回答者＝945）

21.7%

0.7%

17.9%

13.4%

47.3%

29.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

学習塾

家庭教師

通信教育

外国語

スポーツ

その他

習い事の種類

（回答者＝448）
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⑦ 設問「お子さんはひとりで晩ご飯を食べることはありますか？」の結果 

 回答世帯では、「全くない」が最も多く、７６．８％でした。県のアンケート結果の「全くない」の

５６％を大きく上回っています。 

 

 

 

 

 

26.6%

11.9%

38.4%

21.3%

16.3%

7.2%

3.0%

14.3%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

お子さんがやりたがらない

必要性を感じない

経済的に余裕がない

家の近くにない

学校の部活動が忙しい

自由時間が少なくなる

他の家族の理解が得られない

その他

特に理由はない

習い事をしていない理由

（回答者＝497）

ほぼ毎日
3

0.3%

週に4～5日
11
1.2%

週に2～3日
27
2.9%

ほとんどない
178
18.8%

全くない
726
76.8%

（回答者＝945）
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⑧ 設問「あなたや配偶者の方が、お子さんと一緒に勉強、遊び、会話等をする時間は１日どれくら

いですか？」の結果 

 回答世帯では、「平日」、「休日」ともに子どもと過ごす時間は「４時間以上」が最も多く、「平日」

で２３．０％、「休日」で８３．７％でした。県のアンケート結果の「４時間以上」では、「平日」は

１４％、「休日」は４５％だったため、本市の回答世帯ではより多くの時間を子どもと過ごしている傾

向がうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

0～15分未満
24
2.5% 15～30分未満

51
5.4%

30～1時間未満
131
13.9%

1～2時間未満
170
18.0%

2～3時間未満
185
19.6%

3～4時間未満
167
17.7%

4時間以上
217
23.0%

平日

（回答者＝945）

0～15分未満
4

0.4%

15～30分未満
7

0.7%

30～1時間未満
14
1.5% 1～2時間未満

32
3.4%

2～3時間未満
43
4.6%

3～4時間未満
54
5.7%

4時間以上
791
83.7%

休日

（回答者＝945）
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⑨ 設問「お子さんに関する次のような悩みはありますか？」の結果 

 回答世帯では、「しつけ」の悩みが最も多く３４．８％、次いで「学力」が３０．５％、３番目の「進

学・進路」が２７．６％でした。県のアンケート結果では、「進学・進路」が最も多く、次いで「学力」、

３番目が「しつけ」だったため、県の結果に比べて、本市の回答世帯ではしつけに苦慮している状況が

うかがえます。 

 

 

 

⑩ 設問「あなたや配偶者の方に不慮の事故があった時、お子さんの面倒を代わって見てくれる人は

いますか？」の結果 

 回答世帯では、ほとんどの世帯で祖父母に見てもらうことができるようでしたが、「面倒を見てくれ

る人はいない」と回答した世帯が８．３％ありました。 

 

23.1%

18.3%

34.8%

26.8%

27.6%

30.5%

7.3%

2.3%

1.2%

3.2%

27.1%

0% 10% 20% 30% 40%

発育・発達

病気・健康問題

しつけ

友人関係

進学・進路

学力

いじめ

不登校

異性関係

その他

特にない
（回答者＝945）

お子さんの祖父母
836
88.5%

お子さんのおじやおば
31
3.3%

その他の親せき
0

0.0%

職場の人
0

0.0%

近所の人
0

0.0%

その他の友人・知人
0

0.0% 面倒を見てくれる人

はいない
78
8.3%

（回答者＝945）
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⑪ 設問「お子さんの将来のために貯蓄していますか？」の結果 

 回答世帯では「貯蓄している」が最も多く、６３．６％でしたが、「貯蓄したいが、できていない」

と回答した世帯も３６．３％と３分の１以上を占めました。 

 

 

 

⑫ 設問「奨学金や教育ローンについてお答えください」の結果 

 回答世帯では、「返済義務のない（借金にならない）奨学金を利用したい」が６６．８％で最も多く、

県のアンケートでも同様の結果でした。 

 

 

 

 

 

 

貯蓄している
601
63.6%

貯蓄したいが、でき

ていない
343
36.3%

貯蓄するつもりはない
1

0.1%

（回答者＝945）

66.8%

13.8%

14.5%

11.9%

17.6%

0% 20% 40% 60% 80%

返済義務のない（借金にならない）

奨学金を利用したい

お子さんに返済義務のある（借金になる）

奨学金・教育ローンを利用したい

保護者に返済義務のある（借金になる）

奨学金・教育ローンを利用したい

どれも利用したくない

わからない

（回答者＝945）
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⑬ 設問「過去１年間に以下のような経験がありますか？」の結果 

  回答世帯では、ほとんどの世帯で、以下のような経済的に困ったこと等の経験をしていませんでし

たが、必要とする衣料が買えなかった世帯が７．４％、食料が買えなかったり、公共料金等が払えなか

ったことがある世帯が３％程度ありました。 

 

 

 

⑭ 設問「以下の支援を利用したい、お子さんを利用させたいと思いますか？」の結果 

  回答世帯では、「無料または低料金の学習支援、家庭教師」という回答が最も多く、３４．６％でし

た。次いで、「気軽に過ごせる子どもの「居場所」」が３１．１％でした。 

 
 

1.4%

7.4%

3.6%

3.8%

1.0%

1.7%

88.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

お子さんを医療機関で受診させたかったが、

経済的な理由で受信させなかった

お子さんや家族が必要とする衣料が買えなかった

お子さんや家族が必要とする食料が買えなかった

電気・ガス・水道の料金のいずれかが

経済的な理由で払えなかった

お子さんが必要としているのに、経済的な理由

で生理用品が買えなかった

お手伝いの範囲を超えて、お子さんに家族の

介護や、年少の兄妹の世話をしてもらった

上記のような経験はない

（回答者＝945）

17.2%

34.6%

18.0%

7.5%

31.1%

13.4%

9.5%

26.8%

31.9%

0% 10% 20% 30% 40%

無料または安価な子ども食堂・親子食堂

無料または低料金の学習支援、家庭教師

制服リユース

家計改善を支援する無料のアドバイザー派遣

気軽に過ごせる子どもの「居場所」

食料支援サービス

衛生用品支援サービス（生理用品等）

子どもの修学資金の貸付け、奨学金

特に利用したい支援はない

（回答者＝945）
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⑮ 設問「その他、こんな支援があればいいと思うものについて自由にご記入ください」の結果 

  回答世帯のうち、２５５世帯がこの設問にご記入くださいました。全般的に、子育て世帯に対する経

済的支援の拡充を望む声が多かったのですが、具体的な要望の中で最も多かったのは、大学等への進学

に関する経済的支援で、回答世帯のうち２．１％、次いで多かったのが、高校生世代までの福祉医療制

度の拡充で１．９％、子どもが遊べる場所を増やして欲しいという声が１．６％ありました。 

  このうち、高校生世代までの福祉医療制度の拡充については、令和３年１０月１日より実施されて

おります。 

 

 

２ 本市のデータやアンケート結果からみた分析と課題 

「１（２）本市における状況」や「１（３）アンケート調査の結果」を国の大綱における重点施策の

分類ごとに分析したところ、次のような傾向や課題がみられました。 

 

【教育の支援】 

  就学援助の認定数と認定率が増加しているとともに、子どもの進学を高校までと回答した世帯のう

ち４１．８％が、経済的な状況を理由にしています。 

  また、子どもに関する悩みで２番目に多かったのが「学力」で、利用したい支援で最も多かったのが

「無料や低料金の学習支援」でした。 

  さらに、国の大綱の重点施策「教育の支援」の中には「多様な体験活動の機会の提供」という施策が

ありますが、習い事していない世帯のうち、習い事をしていない理由が、「経済的に余裕がない」と回

答した世帯が最も多く、３８．４％にのぼりました。 

  このことから、国が実施する高等教育の就学支援制度や各種奨学金についての周知と、市が実施し

ている学習支援事業、体験活動の機会を提供する事業等の、より一層の周知と拡充が必要です。 

 

【生活の安定に資するための支援】  

子どもに関する悩みで最も多かったのが「しつけ」でしたが、世帯の人数で最も多かったのが「４人

家族」で、４人以下で暮らす家族が半数以上を占めました。おそらくその大部分が核家族なのではない

かと思われますが、若い両親だけで子どもの「しつけ」に苦慮している状況がうかがえます。 

また、利用したい支援で２番目に多かったのが「気軽に過ごせる子どもの「居場所」」だったことも、

祖父母と離れて暮らす子どもが、のんびり安心して過ごせる場所を求めているのではないかと思われ

ます。 

本市では、令和２年４月に、子どもの居場所と、保護者の敷居の低い相談窓口として、児童館や子育

て支援センター等の複合施設「由利本荘市こどもプラザあおぞら」が開館し、また、妊産期から子育て

期にわたる切れ目のない支援を行うため、「由利本荘市子育て世代包括支援センターふぁみりあ」が同

年７月に開設されました。これらの施設や機能が充分活用されるよう、周知の徹底と、各相談窓口や関

係機関間のネットワークの強化が必要です。 
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【保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援】 

アンケート結果では、世帯内で最も収入の多い方の働き方としては、「正規の職員、従業員」が最も

多かったものの、「令和２年度母子・父子世帯実態調査」では、本市の母子世帯の常用雇用の割合が、

５８．２％と低い水準にあります。 

市の支援のほか、県や国の制度にも繋げられるよう、相談支援体制の強化が求められます。 

 

【経済的支援】 

アンケートでは、子どもの将来のため「貯蓄したいが、できない」と回答した世帯が、３分の１を占

めました。市のデータでも、就学援助の認定数や認定率が増加傾向にあることから、生活保護に至らな

いまでも、生活に困窮している子育て世帯が増加していることがうかがえます。 

市では、福祉医療制度の高校生年代までの拡充や、３歳以上児の副食費の全額助成等、経済的支援を

拡大していますが、経済的に困窮した世帯に対して、個別の支援に繋げられるよう、周知や相談体制の

充実を図っていく必要があります。 
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第３章 計画の基本的な考え方 
 

 

１ 基本方針 

本市では、国の大綱や秋田県の計画との整合性を図りながら計画を推進していくため、以下の３つの

基本方針に沿って取り組んでいくこととします。 

 

 

 

 令和元年に改正された「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の第１条では、「子どもの現在及び

将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、（中略）子どもの貧困対策を総合的

に推進することを目的とする。」としています。 

 これを踏まえ、全ての子どもが前向きな気持ちで夢や希望を持ち、本市の将来を支える人材に成長し

ていけるよう、子どもの現在及び将来を見据えた対策を実施し、貧困の連鎖を断ち切ることを目指しま

す。 

 

 

 

 

 子どもの貧困対策を進めるに当たっては、子どもの心身の健全な成長を確保するため、親の妊娠・出

産期から、生活困窮を含めた家庭内の課題を早期に把握した上で、適切な支援につないでいく必要があ

ります。 

 そのため、各種支援等が有機的に連携するとともに、切れ目なく必要な支援が提供されるよう、関係

機関における情報の共有、連携の促進を図ります。 

 

 

 

 

 貧困の状況にある子どもやその家庭の一部には、必要な支援制度を知らない、手続きが分からない、

積極的に利用したがらない等の状況も見られます。 

 こうした子どもたちや家庭を早期に発見し、早期に対策を講じていくため、各相談窓口の連携の強化

や、物理的な一体化等のワンストップ化の推進等必要な体制づくりを進めていきます。 

 

 

 

 

 

基本方針１ 貧困の連鎖の解消 

基本方針２ 切れ目のない支援体制の構築 

 

基本方針３ 支援が必要な全ての子どもに支援の手を 
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２ 子どもの貧困に関する指標 

 本計画においては、全国と県との比較を含め、本市の子どもの貧困の状況を把握し、施策の効果等を

検証・評価するため、県の指標との整合性を図り、下記のとおり指標を設定します。 

 

No 指 標 
国 

（H30） 

県 

（H30） 

本市 

（基準値） 
目標 

１ 
生活保護世帯に属する子

どもの高等学校進学率 
９３．７％ ９２．２％ 

８３．４％ 

(絶対数が少ない

ためR1～2平均) 

Ｒ４～８の平均を、基準

値より向上させる 

２ 
生活保護世帯に属する子

どもの高等学校等中退率 
４．１％ ３．７％ 

０％ 

(絶対数が少ない

ためR1～2平均) 

Ｒ４～８の平均を、基準

値を維持する 

３ 
生活保護世帯に属する子

どもの大学進学率 
３６．０％ ２７．２％ 

２５％ 

(絶対数が少ない

ためR1～2平均) 

Ｒ４～８の平均を、基準

値より向上させる 

４ 
母子世帯の親の就業形態

における常用雇用の割合 

４４．４％ 

（H27） 
５４．０％ 

５８．２％ 

（Ｒ２値） 

Ｒ８には、基準値より向

上させる 

５ 
年間就労収入２４０万円

以上の母子世帯の割合 
― １７．１％ 

２０．５％ 

（Ｒ２値） 

Ｒ８には、基準値より向

上させる 
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第４章 施策の展開 
 

本市では、前章の指標の改善に向け、国の大綱の重点施策の事項に基づき、以下の施策に取り組みま

す。 

 

重点施策１ 教育の支援 

 すべての子どもたちが、生まれ育った家庭環境に左右されることなく、学ぶ意欲をもち、質の高い教育

によって能力や可能性を最大限伸ばすことができるよう、教育環境の整備と支援体制の充実を図ります。 

 

（１）幼児教育・保育の無償化の推進及び質の向上 

 

 

（２）地域に開かれた子ども達の貧困対策のプラットフォームとしての学校指導・運営体制の構築 

 

 

（３）特に配慮を要する子どもへの支援 

 

 

（４）教育費負担の軽減 

 

 

事業名 事業概要 直近（令和２年度）の実施状況 対象者 担当

認定こども園、保育所の利用料軽減 ３歳以上児の幼児教育、保育料を無
料とします。また、給食の副食費を
月額４,５００円を上限に助成しま
す。
３歳未満児の幼児教育、保育料も国
基準の６割程度に軽減し、所得に応
じて更に助成します。

3歳以上の保育料無料。
給食の副食費を月額4,500円を
上限に助成。
3歳未満児の保育料を国基準の6
割程度に軽減し、所得に応じて
さらに助成。

保育認定を受けた
乳幼児

こども未来課

事業名 事業概要 直近（令和２年度）の実施状況 対象者 担当

相談体制整備事業 「スクールカウンセラー」などを活
用し、学校での相談体制の充実を図
ります。

中学校10校にスクールカウンセ
ラーを配置

心の悩みがある児
童生徒及び保護者

学校教育課

事業名 事業概要 直近（令和２年度）の実施状況 対象者 担当

特別支援教育への援助 特別な支援を必要とする児童・生徒
の保護者等の経済的負担を軽減する
ため、負担能力に応じ、就学のため
に必要な経費を補助します。（特別
支援学級）

対象者数：
小学生47名
中学生14名

特別な支援を必要
とする児童・生徒
の保護者

学校教育課

事業名 事業概要 直近（令和２年度）の実施状況 対象者 担当

要保護・準要保護児童生徒の援助 経済的に就学が困難であると認めら
れる小学生・中学生の保護者に対
し、市が就学に必要な経費の一部を
援助します。

対象者数：
小学生355名
中学生212名

経済的に就学が困
難であると認めら
れる小学生・中学
生の保護者

学校教育課

母子父子寡婦福祉資金の修学資金の
貸付

経済的自立と生活の安定、子どもの
福祉向上のため無利子または低利子
で、修学資金及び就学支度金の貸付
を行います。

相談件数：9件
実施件数：7件
貸付金額：5,004千円

20歳未満の子ど
もを養育している
ひとり親家庭等

こども未来課
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（５）地域における学習支援等 

 

 

（６）その他の教育支援 

 

 

 

重点施策２ 生活の安定に資するための支援 

 貧困世帯の多くが、心身の健康、家庭、人間関係など、複合的で多様な問題を抱えていることから、

教育や福祉、地域など関係機関が密接に連携しながら包括的な支援を行い、貧困が世代を超えて連鎖す

ることのないよう、子どもの健全な成長を促します。 

 

（１）親の妊娠・出産期、子どもの乳幼児期における支援 

 

（↓次頁に続く） 

 

 

 

 

事業名 事業概要 直近（令和２年度）の実施状況 対象者 担当

地域未来塾 家庭での学習が困難であったり学習
の習慣が身についていない児童・生
徒に対し、地域等の協力により学習
支援を実施します。（生活困窮世帯
を含む）

R２年度は新型コロナウイルスの
影響により、９月～翌１月まで
計１６回開催
延べ参加者数は１４９名

市内の全中学生 生涯学習課

フリースペースそら 登校に不安を抱えたり、日中ひとり
で過ごす子が、安心して過ごすこと
のできる居場所を開設しています。

４回開催
延参加者数27名

市内の全小学生 社会福祉協議会

事業名 事業概要 直近（令和２年度）の実施状況 対象者 担当

ふれあい教室 不登校児童などのために、適応指導
教室「ふれあい教室」を開設し、学
校外での相談に努めます。

165日開催 不登校の小中学生 学校教育課

放課後子ども教室推進事業 小学校の余裕教室などを活用して、
地域の方々の参加を得ながら、学習
やスポーツ、文化活動、地域住民と
の交流などの取り組みを行います。

R２年度は新型コロナウイルスの
影響により、14校中11校で実
施
延べ参加児童数は３６，８１７
人

小学校１～６年の
児童

生涯学習課

事業名 事業概要 直近（令和２年度）の実施状況 対象者 担当

子育て世代包括支援センター運営事
業

妊産婦・乳幼児等の状況を継続的・
包括的に把握し、妊産婦や保護者の
相談に保健師等の専門職が対応する
とともに、必要な支援の調整や関係
機関との連絡調整を行います。妊産
婦や乳幼児等に対して切れ目のない
支援を提供します。

妊娠届時面談数：２６７人
プラン作成：２６７人
随時等相談件数：１４３件

妊産婦と乳幼児の
家庭

健康づくり課

乳児家庭全戸訪問 乳児がいるすべての家庭に保健師や
看護師が訪問し、子育て支援に関す
る情報提供、親子の心身の状況並び
に養育環境の把握および助言を行
い、子育て家庭の孤立を防ぐととも
に、乳児の健全な育成環境を確保し
ます。

訪問数：３５８人 生後4ヶ月までの
乳児がいる家庭

健康づくり課
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（２）保護者の生活支援 

 

（↓次頁に続く） 

 

 

乳幼児健康診査 ４カ月児・７カ月児・１０カ月児・
１歳６カ月児・2歳児歯科検診・３
歳児健診・５歳児健康相談の充実に
努め、乳幼児の健康管理と、病気や
障がいの早期発見、早期対応を図り
ます。

受診件数：
4ヶ月356人
7ヶ月351人
10ヶ月401人
1歳6ヶ月418人
2歳430人
3歳432人
(※新型コロナウイルス拡大防止
のため、個別医療機関方式に変
更して実施)
5歳224件
（※新型コロナウイルス拡大防
止のため、対象人数を区切り、
相談記載のある児だけを対象に
実施）

生後4ヶ月から5
歳までの乳幼児

健康づくり課

地域子育て支援拠点事業
（子育て支援センター）

主に乳幼児とその保護者を対象に、
育児不安等の相談や育児サークルの
育成など、総合的な子育て支援事業
を行います。

延べ利用者数：8,304人 主に３歳未満の乳
幼児とその保護者

こども未来課

助産施設への措置 経済的に入院することが困難な妊婦
に対し、入所措置し安心して出産で
きるよう援助します。

実施件数：0件 経済的に入院する
ことが困難な妊婦

こども未来課

事業名 事業概要 直近（令和２年度）の実施状況 対象者 担当

生活困窮者自立支援事業 生活困窮者自立支援法に基づき、
様々な理由により、生活に困ってい
る方の相談に応じ、自立に向けた支
援を行います。

支援プラン作成件数：9件
うち18歳未満の子どもがいる世
帯数：0件

経済的に困窮して
いる世帯

福祉支援課

子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・センター
事業）

子育てを手伝いたい人（協力会員）
と子育ての手助けが欲しい人（利用
会員）、両方したい・できる人（両
方会員）が会員同士で子育てを支援
する相互互助活動の支援を行いま
す。

協力会員77人、利用会員197人
（うち両方会員7人）
延べ利用者数23人

生後3ヶ月以上、
小学生までの保護
者

こども未来課

一時預かり事業 日頃、教育・保育事業を利用してい
ない家庭や、幼稚園の標準教育時間
が終了後、保護者の都合で一時的に
家庭での保育ができないとき、保育
所で預かります。

市内全23保育園で実施 保育所、認定こど
も園に在籍してい
ない乳幼児や認定
こども園に在籍し
ているが、標準教
育時間が終了後、
家庭での保育がで
きない幼児

こども未来課

時間外保育事業（延長保育事業） 保育認定を受け認可保育所に入所し
ている児童について、通常の保育時
間を越えてしまうとき、延長して保
育を実施します。

市内全保育園・認定こども園28
園で実施
利用者延べ10,348人

保育所に在籍して
いる乳幼児

こども未来課

病後児保育事業 病気の回復期などで集団保育が困難
な保育所入所中の児童や、小学生を
対象として一時的に預かることで、
健康を守りながら保護者の就労との
両立を支援します。

本荘・矢島地域２カ所で実施
利用者は延べ　８人
（コロナウイルス蔓延前のR1は
43人）

保育所入所中の児
童や、小学生

こども未来課

認定こども園、幼稚園、保育所の利
用料軽減（再掲）

３歳以上児の保育料を無料としま
す。また、給食の副食費を月額４,５
００円を上限に助成する。
３歳未満児の保育料を国基準の６割
程度に軽減し、所得に応じて更に助
成します。

3歳以上の保育料無料。
給食の副食費を月額4,500円を
上限に助成。
3歳未満児の保育料を国基準の6
割程度に軽減し、所得に応じて
さらに助成。

保育認定を受けた
乳幼児

こども未来課
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（３）子どもの生活支援 

 

 

（４）住宅に関する支援 

 

 

 

放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

保護者が労働などにより昼間家庭に
居ない小学生を対象として、遊びと
生活の場を与え、児童の健全育成の
向上を図ります。
また、「放課後子ども総合プラン」
に基づく総合的な放課後対策につい
て、運営委員会等で協議しながら、
可能な箇所については、放課後子ど
も教室との一体型の事業を実施しま
す。

全14小学校区16クラブで実施
延べ利用者数約8万6千人
平日利用料200円
土曜・長期休暇利用料500円
※生活保護世帯は利用料免除
※ひとり親世帯は土曜・長期休
業中も200円

小学生 こども未来課

生活福祉資金の貸付 生活に困窮している方に生活資金の
貸付を行います。

貸付件数115件(内新型コロナ感
染症による特例貸付が83件）

低所得者、高齢
者、障害者
（コロナ特例につ
いては、コロナの
影響で収入が減少
し、困窮している
方）

社会福祉協議会

生活困窮世帯への食料支援 自立相談支援機関の相談課程等にお
いて、緊急に食料が必要と判断され
た場合に関係機関と連携し食料支援
を行います。

提供実績：50件
うち高校生以下のいる世帯：4件

由利本荘市生活支
援相談センターに
相談登録をした
方、生活保護受給
の申請を行い受給
決定待ちの方、行
旅援護者等の生活
困窮者

社会福祉協議会

事業名 事業概要 直近（令和２年度）の実施状況 対象者 担当

子どもの医療費助成
（福祉医療制度）

県の乳幼児福祉医療費支給事業の所
得制限により非該当となる０歳児～
中学３年生の医療費と、同事業に該
当する１歳児～中学３年生の一部負
担金を全額助成します。
また、県の乳幼児福祉医療費支給事
業の対象外の高校生の医療費を全額
助成します。

県の所得制限により非該当とな
る511人、一部負担となる
6,089人の医療費を無料化。

０歳から高校生世
代の方

市民課

地域未来塾（再掲） 家庭での学習が困難であったり学習
の習慣が身についていない児童・生
徒に対し、地域等の協力により学習
支援を実施します。（生活困窮世帯
を含む）

R２年度は新型コロナウイルスの
影響により、９月～翌１月まで
計１６回開催
延べ参加者数は１４９名

市内の全中学生 生涯学習課

事業名 事業概要 直近（令和２年度）の実施状況 対象者 担当

住居確保給付金の支給 生活困窮者自立支援法に基づき、離
職により住居を失う、または失う恐
れのある方に対し、給付金を支給し
ます。

支給実績数：14件
うち18歳未満の子どもがいる世
帯数：3件（給付総額：
533,600円）

経済的に困窮して
いる世帯

福祉支援課

母子父子寡婦福祉資金の転宅
資金や生活資金の貸付

経済的自立と生活の安定、子どもの
福祉向上のため無利子または低利子
で、転宅資金や生活資金の貸付を行
います。

相談件数：
転宅資金1件、生活資金2件
実施件数：0件

20歳未満の子ど
もを養育している
ひとり親家庭等

こども未来課

母子生活支援施設への措置 生活上、支援を要する母子世帯につ
いて、母子生活支援施設に入所措置
し、生活の安定や自立を支援しま
す。

施設入所者：2世帯（うち1世帯
は５月で退所）

支援を要する母子
世帯

こども未来課
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（５）支援体制の強化 

 

 

重点施策３ 保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援 

 保護者の就労は、生活の安定を図るうえで重要であるとともに、大人が働く姿を示すことにより子ど

もが労働の価値や意味を学ぶことにつながるなど、教育的な意義からも大切であり、関係機関と連携し

ながら、就労環境の改善やワーク・ライフ・バランスへの取り組みを推進するとともに、ひとり親世帯

のキャリアアップ支援の充実を図ります。 

 

（１）ひとり親に対する就労支援 

 

 

（２）ふたり親世帯を含む困窮世帯等への就労支援 

 

事業名 事業概要 直近（令和２年度）の実施状況 対象者 担当

家庭相談室運営事業 専門の相談員を配置し、家庭におけ
る人間関係や児童の養育などの様々
な悩みに対して、助言指導を行いま
す。

家庭相談員の配置2名
相談件数147件

児童を養育する家
庭

こども未来課

母子父子自立支援員設置事業 ひとり親家庭の相談に対し、その自
立に必要な情報提供や指導および職
業能力の向上や求職活動に関する支
援を行います。

母子父子自立支援員の配置1名
相談件数15件

ひとり親家庭 こども未来課

キッズルーム 更生保護女性の会と連携しながら、
本荘地域を対象に週1回未就学児童
を育児する世帯を対象に相談室を開
設しています。

原則月４回の開催予定だが、令
和２年度は新型コロナの影響で
中止あり
延参加者数47名

未就学児童を育児
する世帯

社会福祉協議会

事業名 事業概要 直近（令和２年度）の実施状況 対象者 担当

母子家庭等自立支援教育訓練
給付金事業　母子寡婦等高等
職業訓練促進給付金事業

市の指定する職業能力開発のための
講座を受講した場合、修了後に受講
料の一部を支給します。市が定める
資格(看護師、介護福祉士、理学療法
士、作業療法士、保育士)の取得を目
的に、2年以上にわたり養成機関で
受講する場合の生活費及び修了一時
金を支給します。

高等職業訓練促進給付金：
対象者2人
給付額2,172千円

母子家庭の母又は
父子家庭の父で
あって、児童扶養
手当の支給を受け
ている等の要件を
満たす者

こども未来課

母子父子寡婦福祉資金の技能習得
資金や生活資金等の貸付

経済的自立と生活の安定、子どもの
福祉向上のため無利子または低利子
で、技能習得資金や生活資金の貸付
を行います。

相談件数：
技能習得資金0件、生活資金2件
実施件数：0件

母子家庭の母又は
父子家庭の父で
あって、児童扶養
手当の支給を受け
ている等の要件を
満たす者

こども未来課

ひとり親世帯を対象とした求
職及び講習会等の情報提供

秋田県ひとり親家庭就業・自立支援
センターにおいて、ひとり親家庭の
母及び父を対象に、就業に関する相
談や技能取得講習会の実施、就業情
報提供などを実施しています。

センターの周知、紹介を行っ
た。

市内のひとり親の相談：4人

20歳未満の子ど
もを養育している
ひとり親家庭等

ひとり親家庭就
業・自立支援セン
ター

事業名 事業概要 直近（令和２年度）の実施状況 対象者 担当

生活保護受給者に対する就労
支援員による支援

生活保護受給者の就職を専任の就労
支援員が支援します。

就労支援を行った件数：38件
うち18歳未満の子どもがいる世
帯数：6件

経済的に困窮して
いる世帯

福祉支援課
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重点施策４ 経済的支援 

 子どもの貧困対策を進めていくにあたっては、教育や生活、就労に係る様々な取り組みを進めるほ

か、世帯状況や所得に応じて生活保護や各種手当等の給付、貸付制度などにより、経済面から世帯の生

活期本を支えていきます。 

 

 

事業名 事業概要 直近（令和２年度）の実施状況 対象者 担当

児童手当の支給 児童手当法に基づき、児童手当を支
給します。

受給者数：4,296人
対象児童数：7,101人

中学卒業までの児
童を養育している
父母等（※公務員
は所属庁より支
給）

こども未来課

児童扶養手当の支給 ひとり親または父母のどちらかが重
度の障がいを持つなどの場合、児童
の父母または、父母に代わって児童
を養育する者に、児童扶養手当法に
基づき、手当を支給します。

受給者数：521人
対象児童数：751人

高校卒業までの年
齢の児童を養育す
るひとり親で、所
得制限限度額を下
回る者

こども未来課

ひとり親家庭等養育費確保支援事業 離婚後のひとり親家庭における子ど
もの健やかな成長・発達を支援する
ため、養育費の取り決め・確保の手
続きに要する費用を補助します。
（秋田県事業：市で受付）

令和３年９月１日より開始 養育費の取り決め
や確保の手続きを
行おうとするひと
り親

こども未来課

母子家庭等自立支援教育訓練
給付金事業　母子寡婦等高等
職業訓練促進給付金事業（再掲）

市の指定する職業能力開発のための
講座を受講した場合、修了後に受講
料の一部を支給します。市が定める
資格(看護師、介護福祉士、理学療法
士、作業療法士、保育士)の取得を目
的に、2年以上にわたり養成機関で
受講する場合の生活費及び修了一時
金を支給します。

高等職業訓練促進給付金：
対象者2人
給付額2,172千円

母子家庭の母又は
父子家庭の父で
あって、児童扶養
手当の支給を受け
ている等の要件を
満たす者

こども未来課

母子父子寡婦福祉資金の修学
資金の貸付（再掲）

経済的自立と生活の安定、子どもの
福祉向上のため無利子または低利子
で、修学資金及び就学支度金の貸付
を行います。

相談件数：9件
実施件数：7件
貸付金額：5,004千円

母子家庭の母又は
父子家庭の父で
あって、児童扶養
手当の支給を受け
ている等の要件を
満たす者

こども未来課

子育て支援金 次代を担う新生児の誕生を祝うとと
もに子育て支援を推進するため、一
時金を支給します。
(第２子１０万円、第３子以降２０万
円)

支給実績：
第2子（10万円）　131件
第3子以降（20万円）　76件

2人目、3人目を
出産した人、また
はその配偶者

こども未来課

子どもの医療費助成
（福祉医療制度）（再掲）

県の乳幼児福祉医療費支給事業の所
得制限により非該当となる０歳児～
中学３年生の医療費と、同事業に該
当する１歳児～中学３年生の一部負
担金を全額助成する。
また、県の乳幼児福祉医療費支給事
業の対象外の高校生の医療費を全額
助成します。

県の所得制限により非該当とな
る511人、一部負担となる
6,089人に対して市が助成し、
医療費の無料化を図った。

０歳から高校生世
代の方

市民課

生活保護事業 資金などを活用してもなお生活が困
窮している方に健康で文化的な最低
限度の生活を保障し、その自立を支
援する制度。就学に係る費用につい
て教育扶助などを支給し、生活の安
定を図ります。

受給世帯数：586件
うち18歳未満の子どもがいる世
帯数：19件

経済的に困窮して
いる世帯

福祉支援課

修学旅行助成事業 要保護・準要保護家庭の中学生に対
し、修学旅行に係る費用の一部を助
成します。

46世帯 要保護・準要保護
家庭の中学生

社会福祉協議会

生活福祉資金の貸付（再掲） 生活に困窮している方に生活資金の
貸付を行います。

貸付件数115件(内新型コロナ感
染症による特例貸付が83件）

低所得者、高齢
者、障害者
（コロナ特例につ
いては、コロナの
影響で収入が減少
し、困窮している
方）

社会福祉協議会



27 

 

第５章 計画の推進 

 

１ 計画の推進体制 

 

本市は、国や秋田県と連携し、地域の実情に応じた効果的な対策を積極的に講じ、本計画の着実な推進

を図るとともに、困難な状況にある子どもや家庭にもっとも身近な自治体として、様々な関係者の間で

支援のための連携や調整を行い、実情に即した適切な支援を行っていくための中心的な役割を担ってい

きます。 

 

 

２ 計画の進捗管理と計画の見直し 

 

本計画の策定後においては、子どもの貧困対策に関する施策の評価を行うため、計画の推進状況の点

検や検討を行います。 

また、本計画は社会情勢の変化、子どもの貧困に関する状況、計画に掲げる施策の実施状況や、国及

び県の動向を踏まえ、必要に応じ見直しを検討します。 

 

 

3 各種施策の周知について 

 

本計画に掲げる施策については、支援を要する方が支援を受けやすくできるよう、市ホームページや

ガイドブック等により制度周知や情報提供に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

由利本荘市　子どもの生活応援計画

令和４年４月　

由利本荘市健康福祉部　こども未来課　


